
【消費税軽減税率対応窓口相談等事業】軽減税率対策セミナー

軽減税率導入で何が変わるの？

えっ！免税事業者って不利なの？

今から備えたい
2019年10月1日より
消費税の軽減税率制度が導入されます！！

軽減税率の対策とポイント．I
2019年10月、消費税10％引き上げと同時に、’’軽減税率’’が導入されます。事業者は複数の

税率を同時に扱わねはならず、店舗業務、会社の経理業務への負担が増します。加えて税額計算

や新しい請求書方式など、どんな業種・業界であっても様々な影響を受けることはなり、今その対

策へ不安の声が挙がっています。本譜座では、軽減税率に向けてどんな対応が必要か、そのため

の新しいレジ導入やシステム改修に使える補助金の活用方法などを、わかりやすく解説いたします。

1年後はすぐにやってきますllこの機会に是非ご参加ください。

講師プロフィール
9年間の国公立小学校教師の経験を生かし、その

後のシステムエンジニア職においてもプロジェク

ト開発と同時に社外向けSE養成講座を担当。
独立後は、後継者育成支撰、副菜相談、経営散
華支援を通し、中小企業や起業家をサポート。
講師登壇は年間100回近く、銀行融資審査力イド
や業界レポート執筆なども手かける。

◆消費税増税・軽減税率導入のスケジュール

◆何が軽減税率8％になるのか？
・飲食料品、外食の定義

◆こんなにも大きい、軽減税率の経営への影響
・経理処理上の注意点

，ごま．弧師南画諸口
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茨城町商工会館
2階大会議室

下記申込書に必要事項をご記入の上
FAX、またはお電話にて9月13日（木）
までにお申込みください。

茨城町商工会
TEL：029－292－5979

FAX：029－292－6169

◆レジ補助金とは？どうやって補助金を受けるのか
・軽減税率対応のレジ導入や受注システム改修のための輔助金申請の仕方

◆知らないと怖い、インボイス制度
インボイス方式への準備は？
・インボイス実施後の免税事業者からの仕入れについて

旗国蘭画関田宙
※切り取らずにFAXしてください。

FAX：029－292－6169

『軽減税率対策セミナー』受講申込書［9月20日（木）］

事業所名 � ��TE　L � 

所在地 � ��FAX � 

受講著名 � � �� 

※ご記入いただきました情報は、各種連絡・情報提供にのみ利用させていただきます。　※当会から連絡が無い限り、受講可能ですので当日は直接会瑞へお越しください。
※天災、交通ダイヤの乱れ、講師の病気等の事情により講師の変更、中止または延期となる場合があります。


